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日本年金機構からのお知らせ
協会けんぽ島根支部からのお知らせ
島根県社会保険協会からのお知らせ

《桜と鳩》 楠本宗平 ／ 今岡美術館蔵（出雲市天神町）

今月号は県内全ての事業所に送っています



地　　　　　区 会　　　　　場 相　　談　　日

松江

出雲

浜田

4月  8日（金）
4月22日（金）

̶ 　　
4月13日（水）
4月14日（木）
　̶ 　　
̶ 　　

4月12日（火）
4月28日（木）
4月26日（火）

̶ 　　
4月22日（金）

̶ 　　

5月  6日（金）
5月20日（金）
5月11日（水）
5月11日（水）
5月12日（木）
5月25日（水）
5月26日（木）
5月10日（火）
5月26日（木）
5月24日（火）
5月13日（金）

̶ 　　
5月20日（金）

奥出雲町

隠岐の島町役場

仁多庁舎
横田庁舎
加茂総合センター

黒木公民館
海士町役場

益田市民学習センター
川本町役場
日原公民館
六日市庁舎

大田市 大田市役所
※1

※2

隠岐の島町

雲南市

西ノ島町
海士町

益田市
川本町
津和野町
吉賀町

［手話による年金相談］浜田年金事務所
毎月第4木曜日・第2土曜日
（土曜日は前週金曜日までに事前申込が必要です。）
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■松江年金事務所  TEL.0852-23-9540　■出雲年金事務所  TEL.0853-24-0045　■浜田年金事務所  TEL.0855-22-0670

年金相談の
ご案内
相談時間、注意事項は毎月の納入告知書に同封
します「年金機構からのお知らせ」をご覧ください。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4月～5月

出席を希望される方は、事前に年金事務所へ電話にてご連絡ください。

松　江

出　雲

浜　田

※駐車料金が必要な場合は、各自でご負担いただきますようお願いします。

次の方を対象に健康保険・厚生年金保険に関する事務手続きの説明会を開催します。
なお、今回は、島根労働局による労働保険制度に関する説明も併せて行います。

日本年金機構では公的年金制度の普及・啓発を目的とした「地域年金展開事業」を推進しています。
「社会保険しまね」9月号に於いて5つの事業を紹介しましたが、今回はその中の「年金セミナー事業」についてお知らせします。「年金
セミナー事業」は、大学や高校、専門学校等で出前授業をおこない、国民年金制度への加入や保険料納付を呼びかけるとともに、年
金制度の理解を求めていく事業です。平成27年度の島根県内の実施状況（平成28年2月末現在）は以下のとおりです。

対象者 ❶新任担当の方　❷新規加入事業所の方　❸その他受講を希望される方

大田市役所での年金相談は予約制です。詳しくは出雲
年金事務所にご確認ください。
益田市民学習センターでの年金相談は予約制です。詳し
くは浜田年金事務所にご確認ください。

※1

※2

年金事務所 学校内訳 実施状況
大学
公立高校
私立高校
専門学校
中学校
大学
公立高校
私立高校
専門学校等
支援学校
大学
公立高校
専門学校等

２校
７校
２校
５校
１校
１校
５校
２校
３校
１校
１校
３校
４校

実施
実施
実施
実施
実施
実施
実施
実施
実施
実施
実施
実施
実施

実施予定３校

実施予定２校

（３回）

日 時 会 場地　　　　区

5月19日（木）
5月26日（木）
5月13日（金）

13:30～16:30

13:30～16:30

13:30～16:30

くにびきメッセ（５０１大会議室）※
出雲市民会館（３０１会議室）
浜田建設会館（会議室）

松　　江
出　　雲
浜　　田



協会けんぽ島根支部業務グループ

☎0852 -59 -5144

●手続きに関するお問い合わせ先

3

傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法につい
て、健康保険法の改正が行われました。平成28年4月
から、支給開始される前1年間の標準報酬月額の平均
を基に計算された金額で支給されます。
※平成28年3月31日以前に受給していた方も、4月１日分から新しい
計算方法で支給額を計算します。

平成28年

休んだ日の標準報酬月額 ÷30日×（2／3）

（26万円×２ヶ月＋30万円×10ヶ月）÷１２ヶ月÷30日×（2／3） ＝ 

平成28年

3月31日までの支給金額

4月1日からの支給金額

支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合

支給開始日以前に12ヶ月の標準報酬月額がある場合

標準報酬月額26万円 標準報酬月額30万円

支給日額※1 ※2

6,520円

●支給開始日以前の12ヶ月（Ｈ27.7～Ｈ28.6）の各月の標準報酬月額を合算して平均額を算出します。

※1 「30日」で割ったところで1の位を四捨五入します。
※2 「2/3」で計算した金額に小数点があれば、小数点第1位を四捨五入します。

支給開始日 以前の継続した１２ヶ月間の
各月の標準報酬月額を平均した額

※支給開始日とは、一番最初に給付が支給された日のことです。

●支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額

●28万円（当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額）
を比べて少ない方の額を使用して計算します。

÷30日×（2／3）

（例）

支給開始日以前 支給開始日以降

１２ヶ月（Ｈ27.7～Ｈ28.6)

※

1日あたりの金額

1日あたりの金額

H27.7～H27.8 H27.9～H28.6

Ｈ28.6.1
支給開始日

H27.4.1
協会けんぽ資格取得

H27.9.1
標準報酬 月額変更



◉「島根県の状況」の掲載について

◉28年度ソフトボール大会の開催予定をお知らせします
浜田支部主催のソフトボール大会は、次の日程で開催する予
定です。

この頁の下部に、健康保険・厚生年金の適用事業所数や、被
保険者数、年金受給者数、年金額、健康保険の給付件数・金
額等、島根県内に関わる数値を掲載してきましたが、日本年

金機構や、全国健康保険協会からの公表が不定
期となっていますので、今後は､定期的な掲載では
なく、随時掲載とさせて頂きますので、ご了承ください。

開催のご案内は、当協会のホームページに掲載させて
いただきますので、ご覧ください。
また、今までに参加されたチームには別途お知らせしますの
で、参加準備をよろしくお願いします。

平成２７年９月から今年１月まで５ヶ月間、毎月２日、「出雲
市民会館」と「サンマリン浜田」で開催しました基礎講座
は、１月２７日をもってフィナーレを迎えました。受講者４３
名の内、３４名の方が８０％以上の講座を受講されまし

たので、修了証書をお渡ししました。なお、受講
された方々の出席率は８７.２％で、約半数の２２名の方々
が１０日間全て出席されました。

日本年金機構
全国健康保険協会島根支部
島根県社会保険協会

2016.3.15発行　※次回の発行については平成28年5月を予定しています。

http://www.nenkin.go.jp/
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/shimane
http://www.shimane-shahokyo.or.jp
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一般財団法人島根県社会保険協会にご加入ください

平成２７年度「社会保険実務基礎講座」が終わりました

平成２８年度会費納入のお願い

平成28年

平成28年

石見海浜公園グランド

久々茂コミュニティー広場

6月12日
7月24日

日

日

平成２７年度の会費を納入いただきありがとうございまし
た。おかげ様で無事２７年度の事業を実施することがで
きました。
ご存じのように、当協会の事業に要する費用は、全て、年
１回事業主の皆様方にご理解をいただき、納めていただ
きました社会保険協会費が唯一の財源でございます。
平成２８年度の会費納入のお願いは、この「社会保険

しまね」３月号に同封させていただきましたので、引続
きご理解、ご協力をいただき、会費の納入をよろしくお願
いします。
又、平成２８年度社会保険協会費納入のお願いととも
に、「平成２８年度版社会保険の事務手続」の申込み
ハガキが入っていますので、ご希望の事業所の方は期限
までに必要事項を記入の上、送付してください。

一般財団法人島根県社会保険協会は、健康保険・厚生
年金保険の被保険者、及び被扶養者の福利の増進と、
社会保険制度の趣旨の普及・推進を目的とした会員制の
団体です。
この「社会保険しまね」は会報として、奇数月に発行し、
会員事業所には郵送しています。
今月号は、県内全ての健康保険・厚生年金保険適用事
業所にお送りしますので、ご覧頂きますと共に、是非会員

としてご加入の上、諸事業にご参加いただきますようお願
いします。
会費額等につきましては、当協会ホームページ（下部を参
照）、又は、当協会事務所に電話（封筒参照）でお問い合
せください。
なお、年間の行事等は、当協会ホームページに掲載してい
ます他、当協会事務所に電話等でお申し出いただけれ
ば、資料を送付させて頂きます。


